専門部サポーター内規
１　専門部サポーターは、学校長が委嘱等をした部活動指導員又は外部指導者(県立学校の部活動インストラクターを含む)で、特に専門的知識を有する者。
２　任期は、４月１日～３月３１日の単年度（年度途中からの委嘱を可とし、次年度の継続も可とする）。
３　会長は、専門部長からの申請を受け、資格を確認の上、「専門部サポーター」として委嘱する。

４　活動内容は、専門委員会への出席等、専門委員に準ずること。なお、部活動指導員又は外部指導者
として定められた勤務時間以外に行うこと。
　　　　　　　　　　　　　　　附則　　この内規は　　令和８年４月１日施行

